
財団法人太平洋人材交流センター 

「PREX シニア専門家」の募集について 

財団法人太平洋人材交流センター（略称：PREX）は、1990 年 4 月、関西 の産・学・官の総意と協

力のもとに設立された公益法人です。主たる目的はアジア・太平洋地域を中心とした開発途上国の、

産業振興関連分野の人材育成支援と、それら事業を通じた国際的人材交流の促進であります。 

設立以来、延べ 368 コースの研修事業（112 カ国・地域の約 11,000 名を対象とした受入（訪日）研

修、海外現地研修）を実施しております。 

このたび、事業の一層の充実を目指して、講師専門家の拡充を図るために「PREX シニア専門家登録

制度」を新設いたしました。企業、団体等での豊富な実務経験とノウハウをお持ちのシニアの方々に

専門家として登録いただいた上で、講師・専門家として協力いただく制度です。 

つきましては、 下記の要領で募集いたします。 

 

１． PREX シニア専門家の業務内容： 

(1) PREX の要請にもとづく国内及び海外にて実施する研修事業での講師業務 

(2) その他、海外へ短期・長期で派遣される専門家業務、研修カリキュラム作成に関するアドバイ

ス業務などを依頼する場合もあります。 

２． 登録応募資格： 

(1) PREX の実施事業の趣旨を十分に理解し、開発途上国に対する協力に熱意のある方 

(2) 原則として、企業・団体などを定年退職もしくはリタイアされた方 

(3) 登録専門分野、地域（別紙一覧表参照）において、講義・指導などができる技術力、専門知識、

経験などを有している方 

(4) 関西在住の方で、ボランティアベースでのご協力が可能な方 

(5) 心身ともに健康な方 

(6) 英語等の語学力を有している方が望ましいが、必ずしも必須条件ではありません。 

３． 講師謝金など： 

(1) 講師を担当いただいた謝金はPREXシニア専門家謝金基準もしくは委託元基準に基づきお支払い

します。 

(2) 交通費は実費（公共交通機関）をお支払いいたします。 

４． 応募手続き： 

(1) 提出書類：登録用履歴書に必要事項をご記入の上、事務局までご提出ください。なお、ご提出

いただきました応募書類および当財団が取得した個人情報は適切に管理し、あらかじめご

本人の同意を得ないで第三者に開示・提供することはいたしません。 

(2) 書類審査：登録用履歴書記載内容にもとづき、応募資格要件を満たしておられるかどうか等審

査させていただきます。（書類審査の結果・面談日時については個別に連絡します。） 

(3) 面談：面談により、双方の合意が成立すれば、登録手続きを行います。なお、面談時の交通費

は、恐縮ですがご負担くださいますようお願いいたします。 

５． その他： 

(1) ご提出いただいた履歴書は PREX にて責任をもって管理・保管します。ご返却はできませんので

ご了承ください。 

(2) 登録後必ずしも講師、派遣専門家などの業務の依頼がない場合もございますので、ご了承願い

ます。 

(3) 原則的に 2年に 1度登録の更新をさせていただきます。 

６． 問い合わせ先及び提出先： 

財団法人太平洋人材交流センター  PREX シニア専門家登録制度グループ 

担当：藤田（専務理事）、尾上（事務局次長）、三浦（担当課長）、酒井（担当課長） 

〒552-0021 大阪市港区築港 2-8-24 piaNPO502 TEL(06)4395-2650 FAX(06)4395-2640 

e-mail prex@prex-hrd.or.jp 

以 上 
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